
津市上下水道事業告示第６号 

 公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

９条第１項の規定により次のとおり告示し、一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月１６日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

  令和５年３月３１日 

２ 下水を排除及び処理する区域 

⑴ 流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区） 

白塚町の一部、一身田町の一部、上浜町六丁目の一部、広明町の一部、

鳥居町の一部、観音寺町の一部、渋見町の一部、長岡町の一部、河芸町中

別保の一部、河芸町上野の一部、河芸町東千里の一部、安濃町内多の一部

及び安濃町田端上野の一部 

⑵ 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

押加部町の一部、半田の一部、柳山津興の一部、三重町津興の一部、藤

方の一部、高茶屋小森町の一部、津興の一部、幸町の一部及び新家町の一

部 

⑶ 津市単独公共下水道（椋本処理区） 

芸濃町椋本の一部 

３ 供用を開始する排水設備の位置 

  別図（供用開始区域図）のとおり 

４ 供用を開始する排水設備の合流式又は分流式の別 

  分流式 

５ 下水の処理を開始する公共下水道の終末処理場の位置及び名称 

⑴ 流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区） 

 津市白塚町１５９２番地 

   志登茂川浄化センター 

⑵ 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

津市雲出鋼管町５２番地５ 

   雲出川左岸浄化センター 

⑶ 津市単独公共下水道（椋本処理区） 



津市芸濃町椋本２５７６番地 

津市椋本浄化センター 

６ 縦覧場所 

津市殿村５番地 

  津市上下水道管理局営業課 

７ 縦覧期間 

  令和５年３月１７日から同月３０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 

８ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 










































































































































































































































